
（２）－① 電気通信事業の登録・届出

１ 主な業務内容

（１） 大規模な電気通信回線設備を設置する場合（※）： 登録制
※ ①端末系伝送路設備が一の市町村（特別区及び政令指定都市にあっては区）の区域を超える場合

②中継系伝送路設備が一の都道府県の区域を超える場合

（２） 小規模な電気通信回線設備を設置する場合（※２）又は電気通信回線設備を設置しない場合： 届出制
※２ 上記（１）中①及び②の要件について、それぞれ区域を超えない場合

電気通信事業参入に係る登録については 設置する伝送路設備が地方局の管内を超えない場合は当該地電気通信事業参入に係る登録については、設置する伝送路設備が地方局の管内を超えない場合は当該地
方局で処理し、超える場合は本省で処理する。また、届出については、主たる事務所の所在地を管轄する地
方局で処理する。

一の都道府県内にとどまった業務を行っていない電気通信事業者が多数
・ 平成２２年２月1日時点で、約８割の事業者が全国レベルでサービスを提供

２ 電気通信事業の現状

1種事業者 7事業者
2種事業者 209事業者

登録 319事業者
届出 14,840事業者
合計 15,159事業者2種事業者 209事業者

合計 216事業者
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（参考）電気通信事業のイメージ

（２）－② 電気通信事業の登録・届出

Ａ県（甲事業者） 乙事業者ネットワーク（全国）

他事業者とのネットワーク接続を通じた全国的・世界的な繋がり

丁事業者ユ ザ

Ｂ県

Ａ県（甲事業者） 乙事業者ネットワーク（全国）

◎
丙事業者ネットワーク（全国）

◎

丁事業者ユーザ

Ｃ県

丁事業者ユーザ

Ａ県の県域の
みのネットワー

ク
丁事業者ネットワーク（全国）◎

丁事業者ユーザ

Ｄ県

◎

外国事業者ネットワーク
災害、事故・障害
が発生した場合

◎

◎×
違法・有害情報、

迷惑メール

Ａ県（甲事業者）

◎
乙事業者ネットワーク（全国）

×
？×

◎
【障害等発生】

【障害等発生】

×
丁事業者ユーザ

Ｂ県

？

Ａ県の県域の
みのネ トワ

◎

◎

丙事業者ネットワーク（全国）

×
×
×

？×
×

【障害等発生】

【障害等発生】
Ｄ県

丁事業者ユーザ

Ｃ県
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みのネットワー
ク

◎
丁事業者ネットワーク（全国）× ？×

全国規模にネットワークを把握していないと監督業務が困難

丁事業者ユーザ

Ｄ県



（２）－③ 電気通信事業の登録・届出

３ 国と地方の役割分担を変更した場合の課題

○ 電気通信サービスは、事業者間接続を通じ全国的、国際的なつながりを有するものであり、県域
といった地域の概念にとらわれない性格を有する。

○ 全国における関連法規の統 的かつ公平な解釈 運用や 違法 有害情報対策における実効性

３ 国と地方の役割分担を変更した場合の課題

○ 全国における関連法規の統一的かつ公平な解釈・運用や、違法･有害情報対策における実効性
のある取組を行う体制を確保するとともに、大規模化･広域化した事故･障害等に迅速に対応する
ことが必要となる。

○ 地方自治体が電気通信事業者とな ている事例もあり 事業者（経営者）等と規制当局とが同○ 地方自治体が電気通信事業者となっている事例もあり、事業者（経営者）等と規制当局とが同一
主体となる利益相反の問題が発生。 ※２２府県、１９９市町村が電気通信事業を行っている。

○ 「地域密着性の高い」登録事務など一部事務のみを地方移管した場合、国・地方の間に新たな
重行政を生じさ るお れがある二重行政を生じさせるおそれがある。

４ 本省実施をするとしたときの課題（出先機関で実施せざるを得ない理由）

○ 本省だけで電気通信事業の規律･監督業務を行うことは、全国各地域に所在する電気通信事業
者等に多大な負担（相談来訪の都度、東京に来ていただくことになる等）を強いることになる。

○ 事故･障害発生時の状況把握や再発防止策の実施状況の確認等は、現地で行う必要があり、本
省からその都度職員を派遣するのは非効率。

○ 伝送路の 部に無線を活用する事例もあり 無線部分を含め 審査を 体的に行うことが効率○ 伝送路の一部に無線を活用する事例もあり、無線部分を含め、審査を一体的に行うことが効率
的であり、各地方自治体が施設の許可のみを切り離して行うことは非効率。
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（３）－① 情報通信による地域振興

１ 主な業務内容１ 主な業務内容

○ 最先端のICT（情報通信技術）の実用化に向けた実証実験・委託事業等の実施
○ ICTの導入に係る標準仕様、公共情報サービスシステムに係る標準仕様（地域情報プラット

フォーム）の策定フォ ム）の策定
○ ICT人材の育成・補完
○ 複数の自治体等による広域連携の推進
○ ICT利活用に関するセミナー・シンポジウム等の開催

２ 情報通信による地域振興の現状

地域の安全・安心の確保、地域経済社会の活性化に資するICT利活用（※）を支援・促進し、地域
の 先進的な取組事例・ノウハウ等の全国展開を図っている。

※ ICTを利活用して、遠隔医療、児童・高齢者見守り、防災情報提供、テレワーク、地場産業振興、観光情報発
信、交通・移動支援、生涯学習支援、住民交流等を実現。

＜具体的施策＞

・ユビキタスタウン構想推進事業（平成21年度）

・ICTふるさと元気事業（平成21年度）

・地域ICT利活用広域連携事業（平成22年度～）

・セミナー・シンポジウム開催（自治体への訪問を含む）
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セミナ シンポジウム開催（自治体への訪問を含む）

・地域情報プラットフォームの策定、PR、助言等（平成19年度～）



国と地方 役割分担を変更した場合 課題

（３）－② 情報通信による地域振興

３ 国と地方の役割分担を変更した場合の課題

次の(1)、(2)のとおり、内容に応じて本省で直接実施すること、又は自治体に委ねることを検討中。

(1) 国の役割
① 先進的技術の標準化・実用化に向けた実証実験等の実施及び公共情報サービスシステムや

ICT導入に係る標準仕様の策定
② 先進的技術 導入 係る相談 ドバイ 等（ 人材 育成 補完）② 先進的技術の導入に係る相談・アドバイス等（ICT人材の育成・補完）
③ 複数の自治体等における広域連携の推進
④ ①～③及び情報通信に関する国の施策に係る周知広報・普及啓発

(2) 地方の役割
① 既にICT導入に取り組んでいる自治体が中心となった、汎用的技術の導入に係る相談・アドバ

イス等（ICT人材の育成・補完）
② 広② ICT導入に消極的な自治体に対する先端的自治体からの周知広報・普及啓発
③ 国から入手したICT利活用に係る各種情報（標準仕様、支援政策等）の域内企業、団体等への

伝達・啓発
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（４） 研究開発

１ 主な業務内容

○ ＩＣＴ分野の独創性・新規性に富む研究開発を民間等に委託する競争的資金制度（平成１４年度
より実施）
① 地方自治体の研究機関や地方大学、地域の企業等からの提案受付
② 委託契約業務（研究費の配分業務及び経理検査業務）

２ 研究開発の現状

○ 毎年３００件程度の応募があり、５０件程度の研究開発を新たに実施。

３ 国と地方の役割分担を変更するとした場合の課題

○ 本施策は、国が民間等に委託して実施するものであり、総合通信局が実施している事務は地域
からの提案受付や委託契約などの庶務的業務である。これら庶務的業務を移管する場合、委託
契約の主体が誰になるか等、業務遂行の課題が存在する。

４ 本省実施をするとしたときの課題（出先機関で実施せざるを得ない理由）

○ 本省で直接実施することを検討中○ 本省で直接実施することを検討中。
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１ 主な業務内容

（５） 信書便事業の監督

平成１５年４月施行の信書便法に基づき、次の２類型について許認可業務及び検査等の業務を実施

（２） 特定信書便事業（次のいずれかのサービス）

(１) 一般信書便事業
一般信書便役務（一定の大きさ・重量の信書を全国均一料金で原則３日以内に配達）を条件に全ての信書を取扱うサービス

①大型信書便サ ビス：３辺合計が９０ 超又は重量４k 超の信書便物を送達するサ ビス（例 本庁 支庁間の巡回便）

平成１５年４月施行の信書便法に基づき、次の２類型について許認可業務及び検査等の業務を実施

②急送サービス：３時間以内に信書便物を送達するサービス（例：バイク便等の急送便）

③高付加価値サービス：料金が1,000円超の信書便物を送達するサービス（例：配達記録、レタックス型）

①大型信書便サービス：３辺合計が９０cm超又は重量４kg超の信書便物を送達するサービス（例：本庁・支庁間の巡回便）

特定信書便事業につき３１７者が参入（平成２２年４月末現在） 引受通数４２５万通、売上高３５億円（平成２０年度）

２ 信書便事業の現状

○ 広域的に事業を行う者による引受通数が多く、一連の広域情報流通ネットワーク（信書の引受・輸送・配達）を阻害

○ 他事業者との協定等を通じた全国的・広域的な事業展開を阻害するおそれ

３ 国と地方の役割分担を変更した場合の課題

→特定信書便事業者３１７者のうち全国又は複数都道府県を提供区域とする者は、約４割の１２４者

（その引受通数２５８万通（全体の６１％）,売上高２，４１０百万円（全体の７０％））

展

○ 「地域密着性の高い」許認可など一部事務のみを地方移管した場合、国・地方間に新たな二重行政が生じるおそれ

○ 許認可申請や信書送達に関する各種相談は多く、全国各地から寄せられる

４ 本省実施をするとしたときの課題（出先機関で実施せざるを得ない理由）

○ 検査は現場（全国各地）へ赴き実施（事業の正確な実態把握のため）
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⇒ 本省のみの対応では申請者等の負担増を招き、検査監督の迅速性・機動性を損なうおそれあり
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